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徳
島
・観
音
寺
遺
跡

所
在
地
　
　
　
徳
島
市
国
府
町
観
音
寺

調
査
期
間
　
　
一
九
九
八
年
度
調
査

　
一
九
九
八
年

（平
１０
）
四
月
―
九

月

発
掘
機
関
　
　
⑪
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

調
査
担
当
者
　
士
口
田
千
恵

・
喜
田
美
智
代

。
加
藤
公
夫

。
高
柳
孝
治

・
元

木
浩
司

・
妹
尾
健
司

・
喜
枝
秀
行

・
藤
川
智
之

・
田
川
憲

遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

（国
府
）
。
河
道
跡

遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
後
期
、
六
世
紀
後
半
―

一
三
世
紀

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

観
音
寺
遺
跡
は
、
徳
島
市
の

西
縁
に
あ
る
国
府
町
に
位
置
す

る
、
縄
文
時
代
以
降
の
複
合
遺

跡
で
あ
る
。
南
で
弥
生
時
代
の

大
集
落
で
あ
る
矢
野
遺
跡
と
、

北
で
古
墳
時
代
後
期
以
降
の
集

働

落
が
見
つ
か
り
つ
つ
あ
る
敷
地

―

遺
跡
と
接
す
る
。

観
音
寺
遺
跡
は
、
阿
波
国
府

推
定
地
の

一
角
に
あ
た
る
。
徳
島
市
教
育
委
員
会
に
よ
る

一
九
八
二
年
度
以
降

の
国
府
推
定
地
の
確
認
調
査
は
、　
一
〇
次
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
が
、
国
庁

に
直
結
す
る
よ
う
な
成
果
に
は
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
徳
島
県
教
育
委
員

会

。
①
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
調
査
に
お
い
て
も
、
多
く
の
遺

構

。
遺
物
を
検
出
し
て
い
る
が
、
年
代
や
検
出
さ
れ
た
遺
構
の
位
置
関
係
か
ら

は
、
国
庁
の
構
造
な
ど
は
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
近
年
推
定

国
府
域
南
西
の
せ
ん
だ
ん
の
木
地
区
に
お
い
て
、
正
方
位
を
指
向
す
る
建
物
群

が
確
認
さ
れ
、
初
期
国
府
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

卿
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
行
な
っ
て
き
た
徳
島
南
環
状
道
路
に
関

わ
る
発
掘
調
査
で
は
、
観
音
寺
遺
跡
の
調
査
を

一
九
九
六
年
度
よ
り
実
施
し
て

い
る
。　
一
九
九
七
年
度
の
調
査
で
は
、
新
し
く
発
見
さ
れ
た
自
然
流
路
内
よ
り
、

土
器

。
木
製
品
な
ど
の
膨
大
な
遺
物
を
検
出
す
る
中
で
、
古
代
の
も
の
と
し
て

は
徳
島
県
下
で
初
め
て
の
木
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た

（本
誌
第

二
〇
号
）。
木
簡
は
こ
の
時
点
で
約
八
〇
点
を
数
え
、
国
内
で
も
最
古
級
に
属

す
る

「論
語
」
の

一
節
を
書
写
し
た
も
の
や
、
三
ヵ
所

（以
上
）
の

「
五
十

戸
」
か
ら
の
税
を
列
挙
し
た
も
の
な
ど
、
七
世
紀
後
半
か
ら
入
世
紀
に
か
け
て

の
も
の
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
国
府
出
上
の
も
の
と
し
て
は
古
い
時
期
に
属

す
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
非
常
に
注
目
さ
れ
る
木
簡
群
と
な
っ
た
。

一
九
九
八
年
度
の
調
査
で
は
、
奈
良
時
代
１
中
世
に
か
け
て
の
掘
立
柱
建
物

を
含
む
多
く
の
遺
構
を
検
出
す
る
と
と
も
に
、
自
然
流
路
の
う
ち
既
存
の
道
路

が
あ
っ
た
た
め
に
未
調
査
で
あ
っ
た
地
点
、
お
よ
び
北
に
離
れ
た
国
道

一
九
二
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号
線
沿
い
の
地
点
の
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
自
然
流
路
の
延
長
が
約

四
Ｏ
Ｏ
ｍ
分
確
認
さ
れ
、
そ
の
流
れ
が
逆
Ｓ
字
状
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

堆
積
に
つ
い
て
は
、
層
位
間
の
乱
れ
が
確
認
さ
れ
ず
、
緩
や
か
な
堆
積
が
進

行
し
た
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
堆
積
層
は
細
か
く
分
層
し
な
が
ら
作
業
を
進
め

た
が
、
こ
れ
を
大
き
く
四
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
層
は
流
路
埋

没
後
の
堆
積
で
、
第
二
層
以
下
が
流
路
機
能
時
の
堆
積
に
相
当
す
る
。
こ
の
う

ち
第
二
層
は
、　
一
九
九
七
年
度
調
査
地
点
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
流
路
内
の
新
し
い
年
代
の
層
位
が
北
へ
行
く
ほ
ど
良
好
な

遺
存
状
況
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
「論
語
」
木
簡
が
出
土
し
た
南

よ
り
の
地
点
で
は
第
二
層
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
予
想
さ
れ
て
い
た
事
柄
で

あ
っ
た
。
第
二
層
出
土
遺
物
か
ら
、
自
然
流
路
の
機
能
が

一
〇
世
紀
頃
ま
で
継

続
し
て
い
た
こ
と
が
新
た
に
わ
か
っ
た
。

遺
物
の
出
土
状
況
で
は
、
祭
祀
後
の
廃
棄
状
況
を
と
ど
め
る
例
が
、　
一
九
九

七
年
度
に
続
い
て
目
を
引
い
た
。
斎
串
を
主
体
と
す
る
組
合
せ
が
改
め
て
確
認

さ
れ
た
ほ
か
、
七
世
紀
後
半
の
事
例
と
し
て
、
舟
形
を
中
心
と
す
る
廃
棄
単
位

が
確
認
さ
れ
た
。
用
い
ら
れ
た
舟
形
は
船
体
を
く
り
ぬ
か
ず
、
船
首
と
船
尾
を

斜
め
に
切
り
落
と
し
、
さ
ら
に
船
室
を
屋
形
船
風
に
削
り
残
す
形
態
で
あ
る
。

こ
の
形
態
の
舟
形
は
、
全
体
数
は
未
計
数
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

一
〇
〇
個
仏

を
上
回
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
香
川
県
金
蔵
寺
下
所
遺
跡
や
大
阪
府
住
友
銅
吹

所
遺
跡
な
ど
で
の
出
土
例
が
あ
る
が
、
観
音
寺
遺
跡
で
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た

数
量
の
出
土
は
珍
し
い
。
地
域
的
な
色
合
い
の
濃
い
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
可
能

性
を
示
す
。

木
簡
が
出
土
し
た
層
位
は
前
述
の
大
別
に
従
う
と
、
第
二
層
と
第
三
層
に
相

当
す
る
。
第
三
層
で
は
、　
一
九
九
七
年
度
に
多
く
の
重
要
な
木
簡
が
出
土
し
た

た
め
、
新
資
料
の
出
土
が
期
待
さ
れ
た
が
、
い
②
い
な
ど
が
出
上
し
た
。
第
二

層
は
こ
れ
ま
で
に
未
確
認
の
層
位
で
あ
っ
た
が
、
木
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
新
た
に
判
明
し
、
平
安
期
ま
で
を
含
ん
だ
新
し
い
年
代
に
わ
た
る
幅
広
い
資

料
が
発
見
さ
れ
る
期
待
が
、
周
辺
地
点
に
お
い
て
広
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

⑪
　
　
「
×醒
四、．庁
廿□
×　
　
　
　
又
日
一×仕財麒
一日圧財
酵
×

板
野
口
守
大
夫
分
米
三
升
小
子
分
用
米
国
□

此
月
□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
（］『じ
×
駕
×
伽
露
Φ

②

　

弓
奈
ホ
』
　

　

　

　

輌矢
己
』

奈
ホ
波
ツ
ホ
作
久
矢
己
乃
波
奈
×
　
　
　
（蕃
×
６
Ｘ
Φ
冦

●

　
・
×
安
子
□
比
乃
木

×
少
司
椿
ッ
婆
木
」

。
近
口
□
ロ
マ
ロ
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
Ｘ
じ
溢

ｏ曽

い

　

□

彼

里

人

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
雨

涎

Ｑ

受

”

霞

０

　

「
＜

□

海

藻

一
籠

」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｐ
牌
粟

〕
叉

釦

愚

０
　
　
×
□
子
見
祢
女

年
五
十
四
」
　

　

　

　

（懸
×
含
涎
ち

寓
牌
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生

遇需
n光己
限
郷 年
力×

。
「
以
口
光
清
□
□

合

ｏ
じ

×

岸
⇔
×

∞
　

Φ
り
Φ

〔之
ヵ
〕

０

　

「
井
上
戸
主
□
金
日

□
□
―
十
七
」
　

　

　

　

Ｎ∞巽
卜受
釦
目

〔利
力
〕

９

　

　

×

□

□

四

十

一
」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
霞

×

囀
巽

卜

霞

⑩

　

狐
道
麻
呂
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蕪
∀
μ貿
伽
ｇ

〔
嶋
力
〕

⑪

　

八
□
　
　
口
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（弩
Ｘ
∞泉
∞
忌

（
ｓ

ｅ

×

６

９

×
蔦

　
ｏ
緞

＊
墨
書
土
器

（参
考
）

ロ

ツ
支

　

（須
恵
器
杯
底
部
外
面
）

観
音
寺
遺
跡
で
は
、　
一
九
九
七
年
度
と

一
九
九
八
年
度
の
調
査
で
約
九
〇
点

近
い
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
『木
簡
研
究
』
第
二
〇
号
で
報
告
し
た

一
四
点

の
木
簡
は
、　
一
九
九
七
年
度
出
土
木
簡
の
う
ち
、
注
目
さ
れ
る
も
の
の

一
部
で

あ
っ
た
。
今
回
報
告
す
る
も
の
は
、
そ
の
後
の
釈
読
の
過
程
で
確
認
で
き
た
も

の
や
、　
一
九
九
八
年
度
調
査
で
新
た
に
出
土
し
た
木
簡
の
う
ち
、
そ
の
内
容
や

表
記
の
上
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
出
土
層
位
か
ら
み
る
と
、
い
②
い
は
、

前
号
で
報
告
し
た
五
十
戸
税
木
簡
と
同
様
、
前
述
の
第
三
層
中
で
も
己
丑
年

ll〕

鳴 願

□ 願

福

（持
統
三
年
）
と
記
す
木
簡
よ
り
下
層
か
ら
出
土
し
た
の
で
、
天
武
朝

全
ハ
七
三

―
八
エハ
年
）
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
も
の
で
あ
る
。
①
は
己
丑
年
よ
り
や

や
新
し
い
。
七
世
紀
末
頃
の
も
の
か
。
０
１
９
、
⑪
⑫
、
お
よ
び
墨
書
土
器
は
、

第
二
層
か
ら
出
土
し
た
時
期
の
新
し
い
も
の
で
あ
る
。

ω
ｌ
①
は
、
内
容
や
表
記
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
、
や
や
詳
し
く

述
べ
る
が
、
他
は
簡
略
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
。

①
は
三
行
に
書
か
れ
て
い
て
、　
一
行
日
と
三
行
日
は
や
や
字
が
小
さ
い
。　
一

行
日
の
下
は
、
さ
ら
に
小
学
で
二
行
に
書
く
。
右
側
面
の
一
部
と
左
側
面
上
半

部
は
当
初
の
形
状
を
留
め
て
い
る
。
下
端
部
に
近
い
箇
所
で
折
損
し
て
い
る
。

全
て
同
筆
と
み
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。　
一
行
日
の
上
端
部
は
千
支
が
記
さ
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
断
片
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

国
司
巡
行
に
際
し
て
、
国
守
と
小
子
に
支
給
さ
れ
た
食
糧
を
記
録
し
た
木
簡

で
あ
る
。
国
守
に
は
大
夫

（
マ
ヘ
ツ
キ
こヽ

の
尊
称
を
加
え
て
い
る
。
国
守
の

表
現
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
越
国
守
阿
倍
引
田
臣
比
羅
夫

（斉
明
紀
四
年
是
歳
条
）、

尾
張
国
司
守
小
子
部
連
銀
鈎

・
河
内
国
司
守
来
目
臣
塩
籠

（壬
申
紀
）、
対
馬
国

司
守
忍
海
造
大
国

（天
武
紀
三
年
三
月
条
）
の
事
例
が
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

事
例
は
、
『
日
本
書
紀
』
編
纂
段
階
に
お
い
て
文
節
を
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
、
国
守
の
確
実
な
事
例
と
し
て
は
い
が
最
も
古
い
こ
と
に
な
る
。

小
子
は
正
税
帳
に
み
え
る
将
従
に
当
る
。
こ
れ
ま
で
阿
波
国
の
国
司
に
関
す
る

史
料
は
、
天
平
勝
宝
八
歳
の
事
例
が
最
古
の
も
の
だ
っ
た
。

問
題
は

「板
野
国
守
大
夫
」
の
理
解
に
あ
る
。
「野
」
と

「国
」
と
の
間
が
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や
や
離
れ
、
「板
野
」
に
比
し

「国
守
」
が
や
や
小
さ
い
と
も
み
え
る
。
し
か

し

「
野
」
の

「お
お
ざ
と
」
の
縦
棒
を
み
る
と
、
「国
」
と
の
間
隔
は
問
題
な

い
。
ま
た
二
行
日
全
体
を
み
る
と
、
「板
野
」
の
文
字
だ
け
が
と
り
た
て
て
大

き
い
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り

「板
野
」
十

「国
守
大
夫
」
と
み
る
か
、
「板

野
国
守
大
夫
」
と
す
る
の
か
、
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
氏
の
名
と

し
て
板
野
は
み
え
な
い
か
ら
、
板
野
は
板
野
評

（大
宝
令
施
行
後
は
板
野
郡
）
の

地
名
に
基
づ
く
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
阿
波
の
国
守
大
夫
が
板
野
の
地
へ
巡

行
し
た
際
、
国
守
と
小
子
に
支
給
さ
れ
た
食
糧
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
と
、

な
ぜ
板
野
評
と
記
さ
な
か
っ
た
の
か
、
問
題
が
残
る
。

七
世
紀
後
半
、
阿
波
国
府
は
名
方
評
に
所
在
し
た

（大
宝
令
施
行
後
は
名
方
郡

に
、
『和
名
抄
』
で
は
名
東
郡
に
所
在
し
た
）。
観
音
寺
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、

名
東
郡
の
西
端
都
に
位
置
す
る
遺
跡
地
は
、
阿
波
国
府
内
で
も
国
衛
の
近
傍
で

あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
検
出
さ
れ
た
自
然
流
路
内
か
ら
、
六
世

紀
末
―
七
世
紀
前
半
の
斎
串
な
ど
の
祭
祀
遺
物
や
大
型
の
建
築
部
材
が
多
量
に

出
土
し
て
お
り
、
す
ぐ
近
く
に
栗

（阿
波
）
国
造
の
居
館
の
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
思
わ
せ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
ぐ
西
の
名
西
郡
石
井
町
の

中
王
子
神
社
に
は
、
「阿
波
国
造
／
名
方
郡
大
領
正
□
位
下
／
栗
几
直
弟
臣
基
」

「養
老
七
年
歳
次
癸
亥
／
年
立
」
と
記
す
阿
波
国
造
碑
が
あ
っ
て
、
御
神
体
と

さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
七
世
紀
半
ば
に
阿
波
国
造
の
本
拠
地
を
中

心
と
し
て
名
方
評
が
立
て
ら
れ
、
名
方
評
衡
が
置
か
れ
た
。
天
武
朝
初
年
に
阿

波
国
が
設
立
さ
れ
、
名
方
評
に
国
府
が
設
け
ら
れ
た
。
出
雲
国
府
と
意
宇
郡
家

が
隣
接
し
て
い
た
よ
う
に
、
阿
波
国
府
と
名
方
評
衛
が
隣
接
し
て
い
た
可
能
性

が
大
き
い
。
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
も
と
に
、
「板
野
国
守
大
夫
」
の

意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
国
守
の
館
が
板
野
の
地
に
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
初
期
国
司
の
実
態
を
示
す
最
古

の
資
料
で
あ
り
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

②
は
、
万
葉
仮
名
で
難
波
津
の
歌
を
習
書
し
た
木
簡
。
左
右
の
両
側
面
は
割

裁
さ
れ
て
い
る
の
で
、
歌
は
さ
ら
に
続
け
て
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
。

肉
眼
で
は
み
え
な
い
が
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
で
は
右
側
に
も
ご
く
薄
く
、
「奈
容
」

「矢
己
」
の
文
字
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
部
分
の
習
書
を
、
刀
子
で
薄
く
削
っ

た
け
れ
ど
も
、
木
の
繊
維
の
内
に
墨
が
染
み
込
ん
で
残
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

難
波
津
の
歌
は
、
『古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
み
え
、
人
口
に
謄
灸
す
る

有
名
な
も
の
で
あ
る
。

な
に
は
づ
に
さ
く
や
こ
の
花
冬
ご
も
り
い
ま
は
は
る
べ
と
さ
く
や
こ
の
花

（
日
本
古
典
文
学
大
系
８
）

難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
冬
籠
り
今
は
春
べ
と
咲
く
や
こ
の
花

（新
日
本
古
典
文
学
大
系
５
）

紀
貫
之
が
、
「な
に
は
づ
の
う
た
」
と

「あ
さ
か
や
ま
の
う
た
」
は
、
「う
た

の
ち

ゝ
は
ゝ
の
や
う
に
て
ぞ
、
て
な
ら
ふ
人
の
は
じ
め
に
も
し
け
る
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
万
葉
仮
名
の
手
習
い
の
手
本
と
さ
れ
て
い
た
。
②
は
丁
寧
に

書
か
れ
て
お
り
、
手
す
さ
び
に
書
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
手
習
い
風
の
も



の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
最
も
古
い
難
波
津
の
歌
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、　
一
九
四
八
年
に
行

な
わ
れ
た
法
隆
寺
五
重
塔
の
修
理
に
際
し
て
、
初
層
の
天
丼
組
子
の
裏
面
か
ら

発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
「奈
ホ
」
「奈
ホ
波
都
容
佐
久
夜
己
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。

工
人
達
の
落
書
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
五
重
塔
は
和
銅
四
年

（七

一
こ

頃
に
完
成
し
た
か
ら
、
こ
の
落
書
は
そ
の
少
し
前
頃
の
も
の
と
み
て
よ
い

（福

山
敏
男

「法
隆
寺
五
重
塔
の
落
書
の
和
歌
」
同
氏
著

『日
本
建
築
史
研
究

続
編
』
所
収
、

墨
水
書
房
、　
一
九
七

一
年
）
。
最
近
知
ら
れ
た
事
例
に
、
山
田
寺
出
上
の
平
瓦
に

「奈
容
波
」
と

ヘ
ラ
書
き
す
る
も
の
が
あ

っ
て
、
七
世
紀
に
遡
る
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る

（『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
　
一
九
九
四
し
。
閉
と
の
先
後

関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
②
は
確
実
に
天
武
朝
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る

も
の
な
の
で
、
日
下
の
と
こ
ろ
、
②
を
難
波
津
の
歌
を
記
し
た
最
古
の
資
料
と

み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

難
波
津
の
歌
を
記
し
た
木
簡
や
、
出
土
遺
物
に
墨
書
し
た
り
史
料
に
み
え
る

事
例
に
つ
い
て
は
、
東
野
治
之
氏
の
論
考
に
詳
し
い

（東
野
治
之

「平
城
京
出
土

資
料
よ
り
み
た
難
波
津
の
歌
」
同
氏
著

『日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、

一
九
八
三
年
）。
最
近
発
見
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
滋
賀
県
湯
ノ
部
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
人
世
紀
半
ば
頃
の
木
簡
に
、
「奈
容
波
都
（
佐
」
と
記
し
た
も
の
が
あ

る

（本
誌
第

一
九
号
）。
法
隆
寺
五
重
塔
の
落
書
や
湯
ノ
部
遺
跡
出
上
の
木
簡
を

除
け
ば
、
い
ず
れ
も
平
城
宮
跡

・
平
城
京
跡

・
長
岡
京
跡
と
い
っ
た
都
か
ら
出

土
し
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
阿
波
回
府
跡
か
ら
天
武
朝
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る

②
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
阿
波
国
府
に
勤
務
す
る
官
人
達
が
、

す
で
に
難
波
津
の
歌
を
手
習
い
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
難
波
津
の
繁
栄
を

言
祝
ぐ
こ
の
歌
が
、
茅
淳
の
海
を
隔
て
た
阿
波
国
ま
で
伝
播
し
て
い
た
と
い
う

意
味
で
も
興
味
深
い
。

②
に
み
え
る
万
葉
仮
名
の
表
記
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず

「
ツ
」
で
あ
る
が
、

万
葉
仮
名

「川
」
の
草
体
で
あ
り
、
大
宝
二
年
の
御
野
国
戸
籍
や
、
藤
原
宮
跡

出
上
の
須
恵
器
の
蓋
に

「宇
尼
女
ツ
伎
」
と
墨
書
し
た
事
例
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
観
音
寺
遺
跡
で
も
、
参
考
と
し
て
示
し
た
墨
書
土
器
に

「ロ
ツ
支
」
と

み
え
て
い
る
。

次
に

「作
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
難
波
津
の
歌
を
記
し
た
事
例
で
は
全

て

「佐
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
肉
眼
で
詳
細
に
観
察
し
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ

ラ
で
確
か
め
た
が
、
明
ら
か
に

「作
」
で
あ
り
、
「佐
」
で
は
な
い
。
推
古
朝

の
遺
文
や

『
日
本
書
紀
』
『万
葉
集
』
に
も
、
「作
」
の
事
例
は
み
え
て
い
る
。

②
に
よ
り
、
「作
」
は
七
世
紀
後
半
に
確
実
に

「さ
」
の
万
葉
仮
名
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「矢
」
で
あ
る
。
「矢
」
は
訓
仮
名
で
あ
り
、

訓
仮
名
が
す
で
に
七
世
紀
後
半
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
新
知
見
で
あ
り
、

表
記
史
の
研
究
に
大
き
な
間
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

①
は
漢
字
の
読
み
方
を
示
し
た
、
い
わ
ゆ
る
音
義
木
簡
で
あ
る
。
表
で
は
、

「椿
」
に
つ
い
て
、
や
や
小
さ
く
万
業
仮
名
で
、
「
ツ
イ

婆

・
木

（乙
類
の
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「き
も

の
読
み
を
記
し
て
い
る
。
な
お
漢
字
の
椿
は
、
セ
ン
ダ
ン
科
の
チ
ャ

ン
チ
ン
を
指
し
、
日
本
の
ツ
バ
キ
で
は
な

い
。
比
乃
木
は
、
比

（甲
類
の

「ひ
し

・
乃

（乙
類
の

「
の
も

。
木

（乙
類
の

「き
し

で
、
音
韻
か
ら
み
て
檜
の

読
み
で
あ
る
。
た
だ

「比
」
の
上
の
字
は
、
椿
の
よ
う
に
大
書
し
て
い
な
い
の

で
、
「安

（あ
▼

子

（し
▼

□

・
比

。
乃

。
木
」
で
、　
一
纏
ま
り
の
読
み
を
示

し
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
。
裏
面
は
腐
触
が
甚
だ
し
い
が
、
右
側
下
端
部
の

三
文
字
の
位
置
や
大
さ
か
ら
、
表
と
同
様
に
漢
字
の
読
み
を
記
し
た
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
音
義
木
簡
は
、　
一
九
七
三
―
七
四
年
に
大
津
市
の
北
大
津
遺
跡
か

ら
天
智
朝
に
遡
る
も
の
が
発
見
さ
れ
、
ま
た
昨
年
、
奈
良
県
明
日
香
村
の
飛
鳥

池
遺
跡
で
、
七
〇

一
―
七

一
七
年
に
限
定
で
き
る
Ｓ
Ｋ
二
六
か
ら
音
義
木
簡
が

発
見
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い

（本
号
三
二
頁
）。
①
は
北
大
津
遺
跡
出
土

の
事
例
に
つ
ぐ
古
い
音
義
木
簡
で
あ
る
。
観
音
寺
遺
跡
で
は
、
七
世
紀
第
Ⅱ
四

半
期
の
論
語
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
国
府
設
置
以
前
か
ら
す
で
に
中
国
文
化

が
受
容
さ
れ
て
い
た
。
り
の
音
義
木
簡
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

い
は
出
土
層
位
か
ら
み
る
と
、
己
丑
年

（持
統
三
年
）
よ
り
も
遡
る
も
の
で

あ
る
。
左
肩
部
は
原
状
を
と
ど
め
て
お
り
、
切
り
欠
き
の
可
能
性
が
あ
る
。
働

の
一
字
目
は
、
腐
触
の
た
め
読
め
な
い
。
０
に
は
年
齢
の
記
載
が
み
え
、
氏

・

名
と
年
齢
は
同
筆
と
み
て
よ
い
。
⑭
の
表
と
し
た
方
は
墨
痕
が
ご
く
薄
く
、
肉

眼
で
は
追
い
に
く
い
。
氏

。
名
の
下
に
、
左
に
寄
せ
て
小
さ
く

「年
」
と
記
し

て
お
り
、
も
と
も
と
年
齢
の
記
載
が
あ
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。
０
と
い
は
、

戸
籍
や
計
帳
に
関
わ
り
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
国
守
は
籍
帳
の
事
を
掌
っ

た
か
ら

（職
員
令
大
国
条
）、
観
音
寺
遺
跡
が
阿
波
国
府
で
も
国
衛
に
き
わ
め
て

近
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

①
は
上
端
部
が
緩
や
か
な
円
状
を
示
し
、
大
形
の
完
形
木
簡
で
あ
る
。
全
体

の
形
状
か
ら
み
る
と
、
文
字
は
小
振
り
で
あ
る
。
下
の
二
字
は
、
縦
棒
の
下
に

「七
」
を
記
す
。
年
齢
の
可
能
性
も
残
る
が
、
縦
棒
の
上
は

「年
」
で
は
な
い
。

「井
上
戸
主
」
に
つ
い
て
は
、
『和
名
抄
』
に
名
方
東
郡
井
上
郷
が
み
え
る
の

で
、
井
上
郷
戸
主
某
の
氏

。
名
を
記
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
Ｏ
⑭
と
同
様
、
籍
帳
に
関
わ
り
あ
る
木
簡
と
な
る
が
、
「井
上
郷
」

で
は
な
い
の
で
、
疑
問
が
残
る
。
井
上
を
氏
の
名
、
戸
主
を
ヘ
ヌ
シ
と
い
う
名

と
し
て
お
き
た
い
。
和
気
清
麻
呂
の
姉
、
広
虫
の
夫
で
あ
っ
た
葛
木
連
戸
主
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

①
は

「
四
十

一
」
と
記
す
。
「
四
」
の
上
の
字
は

「年
」
で
は
な
く
、
⑤
や

④
と
は
異
な
る
。
⑩
は
上
部
が
折
損
し
、
下
部
を
尖
ら
せ
て
い
る
。
細
い
筆
跡

で

「道
麻
呂
」
と
記
し
、
上
に
合
点
を
付
す
。
⑪
は
長
大
な
木
簡
で
、
名
の
み

を
記
す
。
墨
痕
が
薄
く
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
で
確
認
し
た
。

⑫
の
下
端
部
は
左
右
に
穴
が
貫
通
し
て
お
り
、
転
用
材
に
習
書
し
た
も
の
。

こ
う
し
た
吉
祥
を
願
う
字
句
は
、
奈
良
時
代
後
半
か
ら
平
安
時
代
初
め
に
よ
く

み
ら
れ
る
か
ら
、
出
土
層
位
と
も
よ
く
見
合
っ
て
い
る
。

参
考
と
し
て
掲
げ
た
墨
書
は
、
須
恵
器
の
皿
の
外
部
底
面
に
書
か
れ
た
も
の
。

割
れ
て
い
る
た
め
、　
一
字
目
は
読
み
取
れ
な
い
。
「
ツ
」
は
万
葉
仮
名

「川
」



の
草
体
。
②
け
の
用
例
と
同
じ
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

側
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『観
音
寺
木
簡
―
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡

概
報
―
芭

（徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
概
報
第
二
集
　
一
九
九
九
年
）

（１
１
７
・
９
　
藤
川
智
之
、
８
　
和
田
率
）
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